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○庄原市ふるさと応援団設置 要 綱  

平 成 27年 ３ 月 31日 告 示 第 55号の８  

改正  

平成 28年３月 31日 告 示 第 42号  

平成 30年３月 26日 告 示 第 15号  

庄原市ふるさと応援団設置要 綱  

（設置）  

第１条  本市の発展を応援する輪 を 全 国 に 広 げ 、交流・連 携を 通 じ て に ぎ わ いと活

力あるまちづくりを推進するた め 、庄 原 市ふる さ と 応 援 団（ 以 下「 応 援 団 」とい

う。）を設置する。  

（入団資格）  

第２条  応援団に入団できる者は 、本 市 以 外 に在 住す る 者 で 、本 市 の に ぎ わ いと活

力あるまちづくりを応援する意 思 を 持 つ 個人、 団 体 及 び 企 業 と す る 。  

（団員登録等）  

第３条  応援団に入団しようとす る 者 は 、登 録申 込書（ 様 式 第 １ 号 ）を 市 長 に提出

しなければならない。  

２  市長は、前項に規定する申込 書 を 受 理 し たと き は 、内 容 を 審 査 し 、当 該 申込者

に対して庄原市ふるさと応援団団 員 証 （ 様 式第 ２ 号 。 以下 「 団 員 証 」 と い う。）

を交付するものとする。  

３  前項に規定する団員証の交付 を 受 け た 者（以 下「 団 員 」と い う 。）の 登 録有効

期間は、１年間とし、年度ごと に 更 新 す ること が で き る 。  

（団員の活動）  

第４条  団員は、次の活動を行う も の と す る 。  

(１ ) 市の宣伝及び情報発信に 関 す る こ と 。  

(２ ) 定住促進、企業誘致等に 係 る 情 報 の 市へ の提 供 に 関 す る こ と 。  

(３ ) 特産品等の販売促進に関 す る こ と 。  

(４ ) ふるさと納税への協力に 関 す る こ と 。  

(５ ) その他本市の発展のため の 支 援 に 関 する こ と 。  

（団員特典）  

第５条  団員の特典は、次に掲げ る と お り と す る 。  
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(１ ) 団員向け情報誌（以下「 会 報 誌 」 と いう 。） の 贈 呈  

(２ ) 市内協賛店での優待及び 割 引 等  

(３ ) その他市長が適当と認め る も の  

（事務局）  

第６条  応援団の事務を処理する た め 、 企 画 振 興 部観 光 振 興 課 に 事 務 局を 置 く。  

２  事務局は、次に掲げる事務を 行 う 。  

(１ ) 団員証の交付に関するこ と 。  

(２ ) 団員登録の管理に関する こ と 。  

(３ ) 会報誌の発行に関するこ と 。  

(４ ) 団員への本市宣伝媒体等 の 提 供 に 関 する こと 。  

(５ ) その他応援団の運営事務に 関 す る こ と。  

（その他）  

第７条  この要綱に定めるものの ほ か 、 必 要 な 事 項は 、 市 長 が 別 に 定 める 。  

附  則  

この告示は、平成 27年４月１日か ら 施 行 す る。  

附  則 （平成 28年３月 31日告示 第 42号 ）  

この告示は、平成 28年４月１日か ら 施 行 す る。  

附  則 （平成 30年３月 26日告示 第 15号 ）  

この告示は、平成 30年４月１日か ら 施 行 す る。  

様式 （省略）  


